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胆管がんに関する労災請求について 
 

 印刷事業場に係る胆管がんの労災請求については、同一の事業場で複数の請求があ

った事業場は、大阪府の印刷事業場（１６名）及び宮城県の印刷事業場（２名）の２

事業場であったが、今般、福岡県の印刷事業場においても胆管がんの労災請求が合計

２名となった。 

 概要は以下の通りとなっている。 

 

１ 労災請求の概要 

福岡県内の印刷事業場において、既に１名の労災請求があり、調査を行っていた

ところ、今日（２月１２日）、新たに１名から労災請求があった。 

 

２ 福岡県の印刷事業場の状況等 

  現時点で、法令違反を把握している項目については、是正を勧告済み。 

  今後、使用していた有機溶剤や換気の状況等について調査を進める。 
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（参考） 

 

現時点で把握している印刷事業場における胆管がんの労災請求状況（上記請求を含む。） 

 

 

 

  労災請求 
内          訳 

20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 

大阪の事業場 16  (7) 1  (1) 7  (3) 8  (3)             

宮城の事業場 2        1    1                

福岡の事業場 2  (1)         2  (1)             

その他 42  (30)     2  (2) 7 (4) 9  (7) 18  (13) 6  (4) 

合計 62  (38) 1  (1) 10  (5) 18  (8) 9  (7) 18  (13) 6  (4) 

（注）大阪の事業場には、支店等を含む。 

               

      
※（ ）内は遺族による請求で内数 

   
※年齢は労災請求時（死亡者については死亡時年齢） 

     
※大阪、宮城、福岡の事業場以外では同一事業場で複数の労災請求はない。 

 
※印刷業以外では胆管がんに関する労災請求が 9 件ある。 


